
Information

　
　

２
人
組
ダ
ン
ス
ユ
ニ
ッ
ト
「
Ｖ
ｏ

ｎ
・
ｎ
ｏ
ズ
」を
招
い
て
現
代
ダ
ン
ス

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
振
り

付
け
を
覚
え
て
踊
る
の
で
は
な
く
、

普
段
と
少
し
違
う
身
体
の
動
か
し

方
を
し
た
り
、グ
ル
ー
プ
や
ペ
ア
に

な
っ
て
動
き
ど
う
感
じ
る
か
な
ど
、

ダ
ン
ス
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ

な
い
新
感
覚
の
体
験
会
で
す
。

■
対
象　

中
学
生
以
上

　
　

香
南
市
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
世
帯
主
と
19
歳
以
上
の
加
入

世
帯
員
）は
、毎
年
４
月
上
旬
ま
で

に
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
　

令
和
８
年
度
の
国
保
税
は
、
世

帯
構
成
と
前
年
（
令
和
７
年
１
月

〜
12
月
）の
所
得
を
も
と
に
算
定

し
ま
す
。
市
民
税
計
算
の
た
め
の

申
告
は
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
国
保
税
算
定
の
た
め
の
所
得

が
低
い
世
帯
が
受
け
ら
れ
る
軽
減

措
置
（
７
・
５
・
２
割
の
い
ず
れ
か
の

軽
減
）の
適
用
や
、病
院
な
ど
で
支

払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額

を
正
し
く
判
定
す
る
た
め
に
は
、

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
　
６
月
頃
に
未
申
告
の
方
に
は
申

告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
至
急

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、そ

の
他
に
収
入
が
無
か
っ
た
方
や
、遺

族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非
課

税
収
入
の
み
の
方
に
つ
い
て
は
、郵

送
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。
収
入

が
あ
る
方
は
税
務
収
納
課
ま
で
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
電
子
申
告
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　　

新
規
就
農
を
目
指
し
て
い
る
方

に
対
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
補
助
金
が

あ
り
ま
す
。
各
事
業
と
も
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
担
い
手
育
成
セ
ン
タ
ー
研
修
支

援
事
業　

高
知
県
立
農
業
担
い
手

育
成
セ
ン
タ
ー
で
、就
農
に
必
要
な

基
礎
知
識
か
ら
先
進
技
術
を
学
ぶ

研
修
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

１
日
の
研
修
費
520
円
の
２
分
の
１

■
対
象

15
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

▼
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策

事
業（
就
農
準
備
資
金
）
青
年
就
農

者
の
確
保
お
よ
び
育
成
を
図
る
た
め
、

就
農
研
修
中
の
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

　　

年
間
165
万
円（
最
長
２
年
）

■
対
象

50
歳
未
満
の
方

▼
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策

事
業（
経
営
開
始
資
金
）

　　

青
年
就
農
者
の
確
保
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
就
農
直
後
の
青

年
就
農
者
の
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

年
間
165
万
円（
最
長

３
年
）所
得
要
件
あ
り

■
対
象

50
歳
未
満
で
独
立
自
営

就
農
し
て
５
年
以
内
の
方（
青
年
等

就
農
計
画
作
成
等
の
要
件
あ
り
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

プ
レ
ゼ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー
が
裏
表
紙
に
あ
り
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
Ｑ
Ｒ
を
読
み
取
る
と
フ
ォ
ー
ム
が
出
て
く
る
の
が
入
力
の
手
間
が
少
な
く
と
て
も
助
か
り
ま
す
！

広

報

へ

の

ご

意

見

■
児
童
手
当
支
給
日

　　
６
月
10
日（
水
）は
４
〜
５
月
分
の

児
童
手
当
定
期
支
給
日
で
す
。
個

別
に
支
払
通
知
は
し
ま
せ
ん
の
で
、

通
帳
で
入
金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

児
童
手
当
担
当

　　

健
康
診
査
を
受
診
し
て
生
活
習

慣
病
等
を
早
期
発
見
し
、
病
気
の

重
症
化
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

■
対
象　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医

療
に
加
入
し
て
い
る
方

※
た
だ
し
、同
じ
年
度
内
に
特
定
健
康
診
査

や
職
場
で
の
健
康
診
査
を
す
で
に
受
診
し
て

い
る
方
や
、６
か
月
以
上
入
院
を
し
て
い
る

方
、施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方
は
対
象
外

■
検
査
内
容　

身
体
計
測
、
血
圧

測
定
、
血
液
検
査
（
血
糖
・
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
・
肝
機
能
・
腎
機
能
等
）
、

尿
検
査（
尿
た
ん
ぱ
く
・
尿
糖
）、そ

の
他（
問
診
・
診
察
等
）

■
受
診
期
限

令
和
９
年
３
月
31
日

■
受
診
券
の
送
付
「
生
活
習
慣
病

で
通
院
し
て
い
な
い
方
」、「
昭
和
25

年
４
月
１
日
〜
昭
和
26
年
３
月
31

日
生
ま
れ
の
方
」
、「
令
和
７
年
度

に
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
を
受

診
し
た
方
」に
は
、４
月
に
送
付
し

て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
該
当
し
て
い

な
い
方
は
、受
診
券
の
申
し
込
み
が

必
要
で
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
持
ち
物　

受
診
券
、問
診
票
、資

格
確
認
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
保
険
証

■
自
己
負
担　

無
料

■
受
診
方
法
は
次
の
３
つ
で
す

①
集
団
健
診
／
予
約
制
。日
程
等

に
つ
い
て
は
健
診
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

②
医
療
機
関
／
予
約
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
事
前
に
医

療
機
関
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

③
人
間
ド
ッ
ク
／
受
診
券
・
資
格

確
認
書
等
を
持
参
す
る
こ
と
で
、健

診
分
の
費
用
が
割
引
と
な
り
ま
す
。

※
い
ず
み
の
病
院
・
高
知
赤
十
字
病
院
で
人

間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
場
合
、助
成
の
申
請
が

必
要
で
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

◆
国
保
税
の
軽
減
制
度
（
非
自
発

的
失
業
者
対
象
）が
あ
り
ま
す

　
　

企
業
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止

め
な
ど
の
理
由
で
失
業
さ
れ
た
方

は
、
申
請
に
よ
り
国
保
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

■
申
請
方
法　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交

付
さ
れ
る「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」ま
た
は
、「
雇
用
保
険
受
給

資
格
通
知
」
を
持
参
し
、
税
務
収

納
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象

次
の
条
件
す
べ
て
に
当
て

は
ま
る
方

●

離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

●

雇
用
保
険
の
失
業
者
給
付
を
受

け
て
お
り
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
の「
離
職
理
由
」
番
号
が
11
、

12
、21
、22
、23
、31
、32
、33
、34
の
方

■
軽
減
内
容　

前
年
中
の
給
与
所

得
を
100
分
の
30
と
見
な
し
て
算
出

■
軽
減
期
間　

離
職
の
翌
日
か
ら

翌
年
度
末
ま
で（
最
長
２
年
度
間
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
収
納
課

　　

香
南
市
で
は
有
機
農
業
の
推
進

を
図
る
た
め
、こ
の
地
域
に
適
し
た

露
地
野
菜
等
の
検
証
を
実
践
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
に
、テ
ス
ト
圃
場

に
て
有
機
栽
培
に
関
す
る
専
門
的

知
識
を
有
す
る
方
を
招
き
、
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
有
機
農
業
の

栽
培
方
法
・
ノ
ウ
ハ
ウ
に
興
味
の

あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　　

講
習
会
の
開
催
日
程

等
、詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

　
　

水
路
か
ら
水
田
へ
取
水
を
す
る

た
め
の
せ
き
板
は
、不
必
要
に
高
せ

き
を
続
け
る
と
下
流
へ
の
流
れ
が

悪
く
な
り
ま
す
。ま
た
、
梅
雨
や
台

風
シ
ー
ズ
ン
と
な
り
、急
に
水
位
が

上
が
っ
て
も
残
し
た
ま
ま
に
す
る
と
、

水
路
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
が
周
辺
の

土
地
に
流
れ
込
み
迷
惑
と
な
り
ま

す
。水
路
に
せ
き
板
を
設
置
し
て
い

る
方
は
管
理
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

■
日
時

　　
７
月
４
日（
土
）10
時
〜
12
時

■
場
所　

夜
須
公
民
館

　　
マ
リ
ン
ホ
ー
ル　

舞
台
上

■
定
員

20
人

■
申
し
込
み
方
法

　　

電
話
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
募
集
締
め
切
り

６
月
19
日（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

夜
須
公
民
館

■
現
況
届
に
つ
い
て

　
　

お
子
さ
ん
の
養
育
状
況
が
変

わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、現
況
届
の
提

出
は
原
則
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

左
記
に
該
当
す
る
方
は
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。
現
況
届
を
送

付
し
ま
す
の
で
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
確
認
書
に
つ
い
て

　
　

児
童
手
当
支
給
対
象
児
童
（
０

歳
〜
高
校
生
年
代
）と
大
学
生
年

代
（
平
成
16
年
４
月
２
日
〜
平
成

20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）の
お
子
さ

ん
を
、合
わ
せ
て
３
人
以
上
養
育
し

て
い
る
場
合
、
大
学
生
年
代
の
お

子
さ
ん
も
多
子
加
算
の
カ
ウ
ン
ト

対
象
と
な
り
、
第
３
子
以
降
が
月

額
３
０
，０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

　
　

多
子
加
算
の
カ
ウ
ン
ト
対
象
で

あ
る
大
学
生
年
代
の
お
子
さ
ん
が

学
生
以
外
の
場
合
は
、
監
護
や
生

計
費
の
負
担
に
つ
い
て
の
状
況
確

認
の
た
め
、毎
年
６
月
に「
監
護
相

当
・
生
計
費
の
負
担
に
つ
い
て
の
確

認
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
４
月
に
提
出
し
た
方
も
、学
生
以
外
は
再

提
出
が
必
要
で
す

水
路
の
せ
き
板
管
理
は
適
切
に

T
税

T  a  x

税

　

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ま
、
所
得

の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

前
回
の
（
プ
レ
ゼ
ン
ト
）
た
い
焼
き
が
当
た
り
１
つ
だ
け
買
い
に
行
こ
う
か
な
と
思
っ
て
向
か
っ
た
も
の
の
気
づ
い
た
ら
４
つ
買
っ
て
ま
し
た
！
と
て
も
美
味
し
か
っ
た
で
す
！

広

報

へ

の

ご

意

見

「
Ｖ
ｏ
ｎ
・
ｎ
ｏ
ズ
」
朝
活
ダ
ン
ス

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

広告

H
健 康

H e a l t h

健 康

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

A
農 業

agriculture

農 業

C
子ども

c h i l d

子ども

児
童
手
当
の
現
況
届
や

確
認
書
の
提
出
に
つ
い
て

令和８年度

第１期市県民税

６月３０日（火）です。
期限内の納付をお願いします。

の納期限は

市議会事務局☎57－8513

●開 会 ６月１６日(火)
●一般質問
　　６月２３日(火)・２４日(水)・２５日(木)・２６日(金)
●議案質疑・付託 ６月２６日(金)
●委員会審査６月２９日(月)・３０日(火)
●閉　会 ７月１０日(金)

問

▶問い合わせ／市役所人権課（☎５７-８５０７）、
高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参

画課（☎０８８-８２３-９６５１）、こうち男女共同参

画センター「ソーレ」（☎０８８-８７３-９１００）

香南市では、男女が互いにその人権を尊重し、責任を分か

ち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮するこ

とのできる「男女共同参画社会」の実現に向けて、３つの基本

目標を掲げています。

❶男女共同参画

社会を目指す

意識づくり

❷男女がとも

　に活躍する

　環境づくり

❸安心して多様な

　暮らし方ができる

まちづくり

就
農
を
支
援
し
ま
す

有
機
農
業
に
関
す
る
講
習
会

13２０２６.６ 12 ２０２６.６


